
第5回次世代育成支援のた  
めの新たな制度体系の設計  
に関する保育事業者検討会  資料2  

平成20年12月3日  

社会全体での重層的負担・  

「目的・受益」と連動した費用負担について   



次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方（抜粋）  

（平成20年5月20日社会保障審議会少子化対策特別部会）  

4 財源・責用負担  

（1）社会全体による費用負担  

○ 次世代育成支援は、「現在の子育て家庭に対する福祉」としての側面のみならず、将来の我が国の担い手の育成を通じた社会経済の発   
展の礎（未来への投資）という側面や、仕事と子育ての両立支援としての側面を有し、我が国の重要な政策課題である。新制度体系にお   
いて必要な費用負担のあり方を考えるに際しては、次世代育成支援が、こうした側面を有することを踏まえ、1（3）に示す基本認識の下、   
社会全体で葦層的に支え合う仕組みが求められる。  

○また、次世代育成支援に関する給付ニサービスの目的や受益とそれらに対する費用負担のあり方が連動すべきものであることを踏まえ、   
匡・地方自治体・事業主・個人が、それぞれの役割に応じどのように費用を負担していくか、さらに踏み込んだ議論が必要である。  

（2）地方財政への配慮  

○保育所をはじめ子育て支援サービスの主たる実施主体である市町村の厳しい財政事情に配慮し、新制度体系へ   
源の確保を図るなどにより、サービス水準を維持・向上させて↓†くことを検討する必要がある。  

○その際、地域特性に応じた柔軟な取組を最大限尊重しつつ、不適切な地域差が生じないような仕組みを考える必要がある。  

○ 公立保育所の一般財源化による影響を踏まえた議論が必要である。  

○事業主の費用負担を考えるに際しては、次世代育成支援の現在の労働者の両立支援としての側面、将来の労働力の育成の基礎として  の側面などを考慮するとともに、働き方と関連の深いサービスなど、個別の給付・サービスの目的・性格も考慮すべきである。  
（4）利用者負担  

○ 利用者負担について、給付費に対する負担水準をどうするか、その設定方法をどうするか等は重要な課題であり、   
利用できるようにすることに配慮しつつ、今後、具体的な議論が必要である。  

（5）その他  

○ また、給付に対する社会全体（国・地方自治体・事業主・個人）の重層的負担、利用者負担に加え、多様な主体による寄付の促進方策に   
ついても検討すべきである。   

ピ惑  



社会保障国民会議 最終報告（抜粋）  
（平成20年11月4日社会保障国民会議）  

3 中間報告後の議論  

（5）新たな制度体系構築に向けた基本的視点  

③ 国民負担についての合意形成  

少子化対策は社会保障制度全体の持続可能性の根幹にかかわる政策であり、その位置付けを明確にした上で、効果的な財源投入を行うこと  
が必要。  

国民の希望する結婚、出産・子育てを実現した場合の社会的コストの追加所要額は、昨年末、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略会議  
報告において、1．5兆円～2．4兆円と推計されているところ。  

また、同試算には含まれていないが、施設整備やサービスの質の維持・向上のためのコスト、社会的養護など特別な支援を必要とする子ども達  
に対するサービスの充実に要するコスト、さらには児童手当をはじめとする子育てに関する経済的支援の充実も、緊急性の高い保育をはじめとす  
るサービスの充実の優先の必要性にも留意しつつ併せて検討すべき。  

少子化対策は「未来への投資」として、国、地方公共団体、事業主、国民カしそれぞれの役害忙応じ、費用を負担していくよう、合意形成が必  
墓」  

4 社会保障の機能強化に向けて  

（中略）   

また、制度に基づく給付・サービス以外に、国のみならず、地方自治体が様々な形で提供する社会保障に関わる給付・サービス  
がある。地方分権、地域住民のニーズを踏まえた地域の実態に即したサービスの実施という観点からは、このような施策にかかる  
財源の確保をどのように考えていくかも大きな課題となる。   

言うまでもなく、私たちの社会保障を守り、将来世代に負担を付け回しすることなく、信頼できる制度として次の世代に引き継  
いでいくためには、現在の社会に生きている我々国民がみな、御ナればならない。   

社会保障制度を将来にわたって持続可能なものとし、同時に必要な機能の強化を実現していくために、今回のシミュレーション  
の対象でない障害者福祉等を含め、あるべき給付サービスの姿を：示し、それを寮現していくための改革の全体像を明らかlこしな  
が旦、必要な財源を安定的に確保していくための改革に真剣に取り組むべき時期が到来している。   

速やかに社会保障に対する国・地方を通じた安定的財源確保 のための改革の道筋を示し、国民の理解を得ながら具体的な取組ヒ  
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（11／4 第9回社会保障国民会議 提出資料）  

社会保障の機能強化のための追加所要額（試算）  

（社会保障国民会議及び「子どもと家族を応援する日本」重点戦略に基づく整理）  

※下記の追加所唇歯に加え基礎年金に係る国庫負担割合の2分の1への引上げ分（消費税車換貸 1％程應（2∝相生唐で2・3兆円））が必要となるh  

改革の方向性  
2025年度  

（新たな施策）  必要魚  
（公費ペース）   

消費税率換算   

0税方式を前提とする場合   約15′－31兆円   31／2－8％程度  

○社会保険方式を前提とする場合  

基礎年金  低年金・無年金看対策の強化  
・t低保障機能の強化  約2－9兆円   1％弱   

・基礎年金額の改善  
・受給権確保に係る措置の強化  

（免除の活用、厚生年金適用拡大、強制徴収） 等  

医療・介護の充実強化と効率化を同時に実施  
急性期医療の充実強化、重点化、在院日数の短縮化  

（スタッフの充実等）  

医療・介護  機能分化・機能連欄による早期社会復帰等の実現  約14兆円   4％弱   

（地域包括ケア、訪問介護・訪問者護・訪問診療の充実等）  
在宅医療・介護の蟻の整備とサービスの充実  
（グループホーム、小規模多機能サービスの充実等） 等  

親の就労と子どもの育成の両立を支える支援  
（3歳未満児の保育サービスの利用率20％→38－44％）  
（学齢期（小1～3年生）の放課後児玉クラブ利用率1g％→60％）  

少子化対策  （出産前後に希望どおりに継続就業でき、育児休業を取得   約1．6…2．5兆円   0．4－0．6％程度   
（第1子出産前後の継続就業率38％→55％））  

すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組  
（望ましい受診回数（14回）を確良するための妊姉健診の支援の充実） 等  

○税方式を前提とする場合   約31～ヰ8兆円   8－12％程度  
合計  

0社会保険方式を前提とする壌合   約19～20兆円   5％程度  

社会保障の  
○税方式を前提とする場合  機能強化に加え  

9－13％程度  

基礎年金の  

国庫負担割合  
引上げ分を加味  

6％程度  

′1  

（注1）「社会保障国民会議における検討に資するために行う公的年金制度に関する定量的なシミュレーション」．「社会保障国民会諭こおける検討に資するために行う医療・介護糞用の   

シミュレーション（B2シナリオ）」等に基づく。経済前提は「ケースⅡ－1（医療の伸びはケース①）」を用いた。  

（注2）少子化対策に係る追加真用については、「子どもと家族を応援する日本」王点戦略において示した次世代育成支援の社会的コストの推計を基に．現行の関連する制度の公費負軍   

制合を当てはめて算出した。なお。ここには児童手当等の経済的支援の拡充に要する彙用は計上していなし！。   

魂  



和の実現と希望する結婚や出産ヰ育ての実現を  仕事と生活の   

・サービスの社会的なコストの推計  
児童・家族関連社会支出額（19年度推計）  

約4兆3，300億円  
（対GDP比0，83％ 欧州諸国では2～3％）  

推計追加所要額1．5～2．4兆円  
（Ⅰ約1兆800億円～2兆円 Ⅱ2，600億円 Ⅲ1，800億円）  

Ⅰ 親の就労と子どもの育成の両立を支える支援  

関連社会支出額（19年度推計）約1兆3，100億円 →追加的に必要となる社会的コスト ＋1兆800億円～2兆円  

○未就学児のいる就業希望の親を育児休業制度と保育制度で切れ目なく支援（特に3歳未満の時期）  

・第1子出産前後の継続就業率の上昇（現在38％→55％）に対応した育児休業取得の増加  

・0～3歳児の母の就業率の上昇（現在31％→56％）に対応した保育サービスの充実（3歳未満児のカバー率20％→38％、年間5日   
の病児■病後児保育利用）  

・スウェーデン並みに女性の就業率（80％）、保育（3歳未満児）のカバー率（44％）が上昇、育児休業や保育の給付水準を充実した   
場合も推計  

○学齢期の子を持つ就業希望の親を放課後児童クラブで支援  

・放課後児童クラブの利用率の上昇（現在小1～3年生の19．0％→60％）  

Ⅱ すべての子どもの健やかな育成を支える対個人給付・サービス  

関連社会支出額（19年度推計）約2兆5，700億円 →追加的に必要となる社会的コスト ＋2，600億円  
働いているいないにかかわらず一定の一時預かりサービスの利用を支援  

未就学児について月20時間（保育所利用家庭には月10時間）の一時預かり利用に対して助成  

Ⅲ すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取塵  

関連社会支出額（19年度推計）約4，500億円   →追加的に必要となる社会的コスト ＋1，800億円  

○地域の子育て基盤となる取組の面的な推進  

・望ましい受診回数（14回）を確保するための妊婦健診の支援の充実・全市町村で生後4か月までの全戸訪問が実施  

・全小学校区に面的に地域子育て支援拠点が整備・全小学校区で放課後子ども教室が実施（「放課後子どもプラン」）  
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※「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、取組が進んだ場合に達成される水準として設定される10年後   

の数値目標と整合をとって試算している。  

※これは、現行の給付・サービス単価（利用者負担分を含まない）をベースにした試算であり、質の向上、事業実施主体   
の運営モデル・採算ベース、保育所や幼稚園の保育料等利用者負担などの関係者の費用負担のあり方等については   

勘案していない。  

※児童虐待対応、社会的養護や障害児へのサービスなど、特別な支援を必要とする子どもたちに対するサービスの費   

用の変化に関しては、この推計には含まれていない。  

※これは、毎年ランニングコストとして恒常的に必要となる額を推計したものであるが、これらのサービス提供のためには、   

この恒常的な費用のほかに、別途施設整備や人材育成等に関してのコストを要する。  

※現在の児童数、出生数をベースにした推計であり、この費用は児童数、出生数の増減により変化する。なお、3歳未満   
児数でみると、平成19年中位推計では現在と比べて10年後で8割弱、20年後で約3分の2の規模に減少するが、国民   
の結婚や出産に関する希望を反映した試算では10年後で95％、20年後でも93％の規模を稚持する。  

※児童手当については、別途機械的に試算。  

肇L   



次世代育成支援に関する給付サービスの費用構成  

○平成19年度児童壕族関係社会支出（予算ベースの推計値4兆3，300億円）に関して、国、地方公共団  
体、事業主（保険料事業主負担及び拠出金）、被保険者本人（保険料）に分けて、費用負担の状況を推   
計したもの。  
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4．5  

4．0  

3．5  

】  

日 本   

2003年度（日本は2007年度予算ベース）  

ドイツ  スウェーデン  フランス  
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少子化対策の負担に関する国民意識①  

○ 少子化対策に関しては、年金・医療・介護に比べ、拡充のための負担増をやむを得ないと考える国民が多い 。  

少子化対策  

（11／4第9回社会保障国民会議 提出資料「社会保障制度に関する国民意識調査報告書」抜粋）   
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少子化対策の負担に関する国民意識②  
○社会保障制度の中での少子化対策の緊急度については、若年世代に強く認識されているものの、  

すべての年代を通じては、緊急度を強く認識されているとはいえない。  
∃社会保障制度総論  

2－3．各制度間の対策緊急度比較年代別  
■  ■     一・▲－                                   －             －  

■ 50代以下では、「年金制度」が緊急に取り組むべきものとして一章に挙げられている。   

■ 20代、30代の若年層では、「少子化対策」が「年金制度」に次いで対策が緊急に必要な分野と考えている。   

■「介護制度」r医療制度Jについては、年代が高くなるほど緊急に取り組むべきと考える人が多くなる。  

岬l   

＜※ここでの分析手法・、Web一対比較評価法，こについては、P22～を参麿L）・  ■緊急に取り組むべき分野＿全体（nニ2．∝旧）  

■70代（n＝200）  ■80代（n＝311）  

■80代以上（n＝29）  ■40代（n＝308）  

■50代（n＝355）  

一十・・・・・・・1■  

（11／4第9回社会保障国民会議提出資料「社会候障制度に関する国民意識調査報告書」抜粋）  
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社会保険による次世代育成支援に関する主な議論  

○次世代育成支援関連の給付を、社会保険の対象とし、妊娠・出産子育てを給付原因となる保険事故と  
する場合、以下のような議論（利点・課題等）がある。  

【社会保険による場合の課題等】   

○ 出産・子育ては、親の選択・裁量によるものであり、  
いわゆる「保険事故」としてなじまないのではないか。   

○ 子を持つ意思のない者や、高齢者など、給付を  
受ける可能性がない又は低い者も多数存在し、  
そうした者から保険料として負担を求めることに妥当性  

や納得性があるかどうか。   

○ 我が国の社会保険制度は、負担を行わない者に対  
して、一定の給付制限を行うのが一般的であるが、  
次世代育成支援においては、親の未納に対して子に  
不利益が及ぶ点をどう考えるか。   

○ 保険料徴収に関する課題  

【社会保険による場合の利点等】  

○ 社会全体、幅広い層の国民で責用を負担できる。  

○ 負担と給付の関係が見えやすく、給付の増大に対応  

した負担増について合意が比較的得やすい。  

○ 所得水準に応じたきめ細かい負担の設定が可能。  

○ 所得水準に応じた給付が可能。（ex育児休業給付）  

※「保険事故」‥せ活のための所得を減少もしくは喪失させる事故、またはその所得をもってしては賄いきれないような失費を発生させる事故であ  
（発生の可能性は推察されるが、その発生の態様あるいは発生の時期  り、その発生が保険給付を行う原因となるもの。その   
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